
令和３年度地域支え合いドライバー養成講座 

（国土交通大臣認定「福祉有償運送運転者・セダン等運転者講習）募集要項 

 

１  目 的  地域の移動支援ニーズに対して、運転技能を活かしたボランティアの機会を創出するととも

に、基礎的な知識及び技能を習得した移動支援サービスの担い手を育成します。 

 

２  主 催  社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会 

 

３  会 場  尾鷲市福祉保健センター４階多目的ホール（三重県尾鷲市栄町５－５） 

 

４  日 時  １日目：令和４年２月２６日（土）９：３０～１５：５０ 

２日目：令和４年２月２７日（日）９：３０～１５：５０ 

         ３日目：令和４年３月 ２日（水）９：３０～１２：００ 

 

５  対 象  Ａ 一般（以下のすべてを満たす方） 

① 尾鷲市内に居住している方 

② 第一種免許を所持し、運転技能を活かした生活支援活動に取り組む意欲のある方 

③ 本講習の全課程を受講いただける方 

         Ｂ 介護従事者（尾鷲市内の訪問介護事業所に勤務している方） 

           ※３日目の受講は任意です。 

 

６  定 員  ２０名（先着順） 

ただし、対象区分Ｂ（介護従事者）については原則１事業所１名とし、区分Ａ（一般）を優

先します。定員に満たない場合は定員を上限として抽選にて追加募集します。 

 

７  受 講 料  無料 

 

８  修 了 証  本講習の１日目と２日目を修了された方には国土交通大臣認定講習の修了証（福祉有償運送

運転者講習・セダン等運転者講習）を発行します。 

 

９  受講申込  ・別紙受講申込書に必要事項を記入し、窓口に直接お越しいただくか、ＦＡＸまたは郵送に

てお申込みください。 

・申込書は当会ホームページ（http://www.owasewel.com/）からダウンロードできます。 

 

１０ 申込締切  令和４年２月２２日（火） ※先着順で定員になり次第締め切ります。 

 

【お問合せ・お申込み先】 〒５１９－３６１８ 尾鷲市栄町５－５ 尾鷲市福祉保健センター１階 

             尾鷲市社会福祉協議会地域福祉課総務・福祉係 担当：山本・内山 

ＴＥＬ ０５９７－２２－３２４６ ＦＡＸ ０５９７－２２－３４０２ 

 

 

 



≪個人情報の取り扱いについて≫ 

受講者個人を識別できる（受講者氏名、住所、生年月日の情報を「個人情報」とし、下記の目的に使用させ

ていただきます。 

① 当該講座の受講管理 

② 住民主体による移動支援協議会（仮）のご案内 

③ 重大事故発生時における国土交通省からの受講内容の照会 

 

≪ご参考≫ 

 本講習は第１種免許（またはそれ以上）をお持ちの方でしたら受講できます。 

ただし、福祉有償運送実施団体に運転者として登録するためには、下記の要件を満たすことが必要です。 

【福祉有償運送運転者の要件】 

① ２種免許の交付を受け、その効力が停止されていない者 

② １種免許の交付を受け、その効力が過去２年以上停止されていない者（過去２年間に運転免許停止処分を受

けていない者）で次のいずれかの要件を備える者 

・ 国土交通大臣が認定した福祉有償運送運転者講習を修了している 

・ （社）全国乗用自動車連合会等が行うケア輸送サービス従事者研修を修了している 

● セダン型車両を運転する場合は、上記に加え次のいずれかの要件を備える運転者であるか、乗務員の乗務が

必要 

① 介護福祉士 

② セダン等運転者講習を修了している 

③ （社）全国乗用自動車連合会等が行うケア輸送サービス従事者研修を修了している 

④ ホームヘルパー１・２・３級、ガイドヘルパー、介護職員初任者研修等の研修課程を修了している 

※ 看護師等の医療資格を有していても、上記福祉資格がない場合はセダン等運転者講習の修了が必要

です。 

 

※当日の駐車場については、旧野地乳児保育園跡地駐車場をご利用ください。 

 


